
参考資料（第９４号議案：協働推進課） 
ふじみ野市立旭ふれあいセンター条例新旧対照表 

改正案 現行 

(利用の許可の取消し等) (利用の許可の取消し等) 

第11条 指定管理者は、センターの管理上特に支障があると認めるとき

又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センタ

ーの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。 

第11条 指定管理者は、センターの管理上特に支障があると認めるとき

又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センタ

ーの利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。 

(1) 第8条第2項の規定による条件に違反したとき。 (1) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

(利用料金の免除) (利用料金の免除) 

第14条 指定管理者は、公用に供し、又は災害その他市長が特別に認め

たときは、前条に規定する利用料金を免除することができる。 

第14条 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、利用料金を免

除することができる。 

別表(第13条関係) 別表(第13条関係) 

施設基本利用料金 施設基本利用料金 

(単位：円) (単位：円) 

時間区分 

利用区分 

午前 

9時～正午 

午後 

1時～5時 

夜間 

午後6時～10時 

（略） （略） （略） （略）  

時間区分

利用区分 

午前 

9時～正午 

午後 

1時～5時 

夜間 

午後6時～10時 

（略） （略） （略） （略）  

備考 備考 

1・2 （略） 1・2 （略） 

3 利用者が連続して複数の時間区分において施設を利用する場合

は、各時間区分の間の時間も当該施設を利用することができるも

のとし、当該時間については、利用料金を徴収しない。 

 

 


